
福岡都市計画地区計画の決定(福岡市決定)
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都市計図薬院大通り西地区地区計画を次のように決定する。
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①地下鉄・パス利用者等歩行者などに配慮:したゆとり空間の創出

②良好な居住環境と鯛和した多様な都市機能の誘導

公共・公益施設、居住機能や業務・商業機能など、 多様な都市機能を適切に誘導

するとともに、 周辺環境との調和に留意した、 土地の合理的かっ健全な高度利用と

良好な市街地環境の形成を図る。

当地区は、地下鉄・パス利用者等歩行者動線の要に位置することから、以下の方

針{こ基づき地区施設の整備を図る。

(1)地下鉄利用者等のたまりとなる広場の効果的な配置

(2)歩行者等の利便性、安全性に配慮したゆとりある空間の確保

建築物等の整備 | 良好な都市空間の形成、また、魅力ある都市景観の創造を図るため、以下の方針

の方針 |に基づき建築物の整備を図る。

(1)健全な市街地形成のため、建築物の用途の適切な誘導

(2)土地の合理的な高度利用を図るため、狭小敷地の共同化を促進

(3)周辺環境への影響と歩行者等へ配慮した建築物等の配置

(4)周辺環境と調和した建築物等の形態意匠

その他当該地区 l高齢者、障害者などをはじめ、すべての市民が安心して生活し、快適に行動し、円

の獲備、開発 |滑に利用できるようなまちづくりを図る。
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科t 来院大通り西地区地区計画

福田j市中央区薬i涜四丁目の一部

約 1.1ha 

当地区は、都心部の南西に位鐙し、都市計画道路博多駅六本松綿(城南線)と都

市計画道路長浜太宰府線(高宮通り)の交差官I1に位置するとともに、建設が進んで

いる福岡都市高速鉄道3号線の新駅が位置するなど、 本市の都心部機能の一端を

担うとともに、地域の拠点としてのまちづくりが望まれる地区である。

このため当地区においては、 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更
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建築してはならない建築物は、次に掲げるものとする。

(1)風俗営業等の規制及び業務の過-正化等の関する法律

第2条第1項及び第6項に掲げる用途に供する挫築物

(2)建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物

(3)同法別表第2(へ)項第二号に掲げる工場
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新を図るため、以下のまちづくりを目標とする。

500n1 

ただし、公衆便所、巡変僚出所その他了れらに傾する公益上必裂な建築

物の敷地として使用する揚合においては、この|恨りでない。

1.都市計画道路博多駅六本松線及び市道楽院615号線との境界から建

築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に付属する門若しくはへ

いの面までの距離の最低限度は、 2mとする。

2.広場の区域内において、建築物の鐙若しくは中主又は建築物に付属する

門若しくはへいは、建築してはならない。

壁面の位置の制限 | ただし、次の各号のーに該当する建築物及びその部分については、こ

の|恨りでない。

(1)福岡都市高速鉄道の出入口施設等、パス停留所の上屋その他これ

らに類する公益上必要な建築物

建築物等の形態

又は意匠の制限

(2)建築物の地表面からの高さが 7.5mを超える部分及びこれをささえ

るため構造上必要な住等で歩行者の通行上支障がなしもの。

建築物の屋娘・外壁、屋外広告物並びに高架水植その他戸外から望見

される部分は、都市長観に配!i2:し、周囲の環境と調和するよう形態、 意匠

及ひむ色彩に配慮するものとする。

f地区計画及び地区整備計画の区j或並びに地区施設の配置は計画図表示のとおりJ

理 由

当地区では、公団住宅の建替と都市高速鉄道3号線の整備の具体化に伴い、市街地再開発事業が計i面されている。
このため、 歩行者などに配R草したゆとり空間を創出するとともに、良好な居住E者境ーと調和した多様な都市機能の誘導を

図り、適正かっ合理的な地岐のまちづくりを推進するため、また、高度利用地区と相まって市街地再開見事業を適正に
誘導するため、本案のとおり決定するものである。
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説明

都市計画道路中心

道路中心
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 地区計画の区域や道路等地区施設の配置などの

詳細については、都市計画課でご確認下さい。
(福岡市役所4F TEL:092-711-4388) 
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